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土地利用基本計画の概要について 

 

岩手県土地利用基本計画は、国土利用計画法に基づく土地取引規制及び遊休土地に関する措置、土地利

用に関する他の諸法律に基づく開発行為の規制その他の措置を実施するに当たっての基本となる計画で

ある。 

すなわち、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等に

基づく諸計画に対する上位計画として、行政部内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引に関しては

直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に、規制の基準としての役割を果たすものであ

る。 

この計画は、計画書及び計画図から構成されており、計画書においては、国土利用計画岩手県計画によ

って示された土地利用の長期構想を受けて、県土を都市、農業、森林、自然公園及び自然保全の五地域に

区分したうえで地域ごとの土地利用の原則及び地域間の調整指導方針を明らかにしており、計画図は、５

万分の１の地形図に上記の五地域を表記している。 
 

(１) 土地利用区分（五地域区分）の基準 

ア 都市地域 

 都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し及び保全する必要がある地域であり、都

市計画法第５条により都市計画区域として指定されることが相当な地域とする。 

イ 農業地域 

   農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域で

あり、農業振興地域の整備に関する法律第６条により農業振興地域として指定されることが相当な

地域とする。 

ウ 森林地域 

森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維

持増進を図る必要がある地域であり、森林法第２条第３項に規定する国有林の区域又は同法第５条

第１項の地域森林計画の対象となる民有林の区域として定められることが相当な地域とする。 

エ 自然公園地域 

自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域であり、

自然公園法第２条第１号の自然公園として指定されることが相当な地域とする。 

オ 自然保全地域 

自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある

地域であり、自然環境保全法第１４条の原生自然環境保全地域、同法第 22 条の自然環境保全地域

または同法第 45 条第１項に基づく都道府県条例による都道府県自然環境保全地域として指定され

ることが相当な地域とする。 
 

(２) 岩手県土地利用基本計画五地域区分の概要     （平成 29年１月 31日現在） 

区 分 面 積 ( h a ) 割 合 ( ％ ) 

五 

地 

域 

都 市 地 域 
農 業 地 域 
森 林 地 域 
自 然 公 園 地 域 
自 然 保 全 地 域 

236,812 
746,972 

1,174,581 
72,011 
4,956 

15.5 
48.9 
76.9 
4.7 
0.3 

計 2,235,332 146.3 

白 地 地 域 8,344 0.5 

合 計 2,243,676 146.9 

県 土 面 積 1,527,501 100.0 
(注) １ 面積は、土地利用基本計画図に基づいたものである。 

２ 県土面積は、平成 27年 10月１日現在の国土地理院公表のものである。 
３ 五地域区分には重複があることから、合計が県土面積を超過するものである。 
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(３) 土地利用の原則 

 五地域区分 細  区  分 土 地 利 用 の 原 則 （ 骨 子 ） 

都市地域 市街化区域 安全性、快適性、利便性等に十分配慮した市街地の開
発、交通体系の整備、上下水道その他の都市施設の整備
を計画的に推進するとともに、当該地域内の樹林地、水
辺地等自然環境を形成しているもので、良好な生活環境
を維持するため不可欠なものについては、積極的に保
護、育成を図るものとする。 

市街化調整区域 特定の場合を除き、都市的な利用を避け、良好な都市
環境を保持するための緑地等の保全を図るものとする。 

用途地域（市街化区域および
市街化調整区域に関する都
市計画が定められていない
都市計画区域内） 

市街化区域における土地利用の原則に準ずるものと
する。 

用途地域外の地域（市街化区
域および市街化調整区域に
関する都市計画が定められ
ていない都市計画区域内） 

土地利用の動向をふまえ、環境及び農林地の保全に留
意しつつ、都市的な利用を認めるものとする。 

農業地域 農用地区域 農業生産の基盤として確保されるべき土地であるこ
とにかんがみ、土地改良、農用地造成等の農業基盤の整
備を計画的に推進するとともに、他用途への転用は行わ
ないものとする。 

農用地区域を除く農業地域
内の農地等 

都市計画等農業以外の土地利用計画との調整を了し
た場合には、その転用は極力調整された計画等を尊重
し、農業生産力の高い農地、集団的に存在している農地、
又は農業に対する公共投資の対象となった農地（以下
「優良農地」という。）は後順序に転用されるよう努め
るものとし、農業以外の土地利用計画との調整を了しな
い地域および農業以外の土地利用計画の存しない地域
に おいては、優良農地の転用は原則として行わないもの
とする。 

森林地域 保安林 国土保全、水源かん養、生活環境の保全等の諸機能の
積極的な維持増進を図るべきものであることにかんが
み、適正な管理を行うとともに、他用途への転用は行わ
ないものとする。 

保安林以外の森林地域 経済機能及び公益的機能の維持増進を図るものとし、
林地の保全に特に留意すべき森林、施業方法を特定され
ている森林、水源として依存度の高い森林、優良人工造
林地又はこれに準ずる天然林等の機能の高い森林につ
いては、極力他用途への転用を避けるものとする。 

自然公園地域 特別保護地区 その設定の趣旨に即して景観の厳正な維持を図るも
のとする。 

特別地域 その風致維持を図るべきものであることにかんがみ、
都市的利用、農業的利用等を行うための開発行為は極力
避けるものとする。 

その他の自然公園地域 都市的利用又は農業的利用を行うための大規模な開
発、その他自然公園として風景地の保護に支障をきたす
おそれのある土地利用は極力避けるものとする。 

自然保全地域 特別地区 その指定の趣旨にかんがみ、特定の自然環境の状況に
対応した適正な保全を図るものとする。 

その他の自然保全地域 原則として土地の利用目的を変更しないものとする。 
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分

 

(４) 五地域相互間の調整 

 
都市地域 農業地域 森林地域 自然公園地域 自然保全地域 

 

 
 

五

地

域

区

分 

 
 

 

市
街
化
区
域
及
び
用
途
地
域 

市
街
化
調
整
区
域 

そ

の

他 

農

用

地

区

域 

そ

の

他 

保

安

林 

そ

の

他 

特

別

地

域 

普

通

地

域 

原
生
自
然
環
境
保
全
地
域 

特

別

地

区 

普

通

地

区 

都市地域 

市街化区域及び用途地域  ■            

市街化調整区域 × ■           

その他 × × ■          

農業地域 

農用地区域 × ← ← ■         

その他 × ① ① × ■        

森林地域 

保安林 × ← ← × ← ■       

その他 ② ③ ③ ④ ⑤ × ■      

自然公園 

地  域 

特別地域 × ← ← ← ← ○ ○ ■     

普通地域 ⑥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ■    

自然保全 

地  域 

原生自然環境保全地域 × × × × × × ← × × ■   

特別地区 × ← ← ← ← ○ ○ × × × ■  

普通地区 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ■ 

  

〔凡 例〕 

× 制度上又は実態上、一部の例外を除いて重複のないもの。 

← 相互に重複している場合は、矢印の方向の土地利用を優先する。 

○ 相互に重複している場合は、両地域が両立するよう調整を図る。 

① 土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用との調整を図りながら都市的な利用を認める。 

② 原則として都市的な利用を優先するが、緑地としての森林の保全に努める。 

③ 森林としての利用の現況に留意しつつ、森林としての利用との調整を図りながら都市的な利用を認める。 

④ 原則として農用地としての利用を優先するものとするが、農業上の利用との調整を図りながら森林として

の利用を認める。 

⑤ 森林としての利用を優先するものとするが、森林としての利用との調整を図りながら農業上の利用を認め

る。 

⑥ 自然公園としての機能をできる限り維持するよう調整を図りながら都市的利用を図る。 
 

五 地 域 区 分 


